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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】令和2年8月13日(2020.8.13)

【公開番号】特開2019-26926(P2019-26926A)
【公開日】平成31年2月21日(2019.2.21)
【年通号数】公開・登録公報2019-007
【出願番号】特願2017-191494(P2017-191494)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ  14/04     (2006.01)
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ   14/04     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月30日(2020.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　独立した多数の蒸着通孔を所定パターンで設けられる複数のマスク本体と、マスク本体
の周囲に配置される枠体とを備える蒸着マスクにおいて、
　前記枠体が、最外周に位置する矩形又は方形状の外枠部と、当該外枠部の内側を複数の
開口領域に区画する内枠部とを有して、全体として格子状に形成され、
　前記マスク本体が、枠体における複数の開口領域にそれぞれ位置して、前記枠体と一体
化されてなり、
　前記枠体の前記内枠部のうち、前記枠体の厚さ方向における最も細幅となる箇所の断面
形状が、幅寸法に対する厚さ寸法の割合を０．８／４以上２／４以下であることを特徴と
する蒸着マスク。
【請求項２】
　前記請求項１に記載の蒸着マスクにおいて、
　前記枠体における前記外枠部及び前記内枠部のうち、前記枠体の厚さ方向における最も
細幅となる箇所以外の断面形状が、幅寸法に対する厚さ寸法の割合を０．８／９０以上で
、且つ、前記内枠部の最も細幅となる箇所における幅寸法に対する厚さ寸法の割合より小
さいことを特徴とする蒸着マスク。
【請求項３】
　前記請求項１又は２に記載の蒸着マスクにおいて、
　前記枠体の厚さ寸法が０．８ｍｍ以上２ｍｍ以下とするように形成されることを特徴と
する蒸着マスク。
【請求項４】
　前記請求項１ないし３のいずれかに記載の蒸着マスクにおいて、
　前記枠体が、第一枠部材と第二枠部材とを重ねて一体化した積層構造とされ、
　前記第一枠部材と前記第二枠部材は、金属薄板素材から形成された反りのある枠部材で
、且つそれぞれの反り方向を逆向きとされるものであることを特徴とする蒸着マスク。
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【請求項５】
　前記請求項１ないし３のいずれかに記載の蒸着マスクにおいて、
　前記枠体が、前記内枠部の材質と前記外枠部の材質とを異ならせて形成されることを特
徴とする蒸着マスク。
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